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インフルエンザ等の予防のため、
人混みではマスク、帰宅したら手洗い・うがいを忘れずに！

大洗町議会定例会のお知らせ

　3月1日（金）から13日（水）まで、第１回議会定例
会を開催します。

　皆さんお誘い合わせの上、傍聴にお越しください。

　また、議会ホームページにおいて録画配信を行います
のでご利用ください。

3月1日（金） 本会議  9：30
令和6年度施政方針、当初
予算説明、議案審議等

3月4日（月） 本会議  9：30 令和6年度施政方針、当初予算総括質疑

3月5日（火）
本会議  9：30 町政を問う（一般質問）

委員会 13：30 常任委員会審査

3月6日（水）
本会議  9：30 町政を問う（一般質問）

委員会 13：30 常任委員会審査

3月7日（木） 委員会  9：30 常任委員会審査

3月8日（金） 委員会  9：30 常任委員会審査

3月13日（水） 本会議  9：30 常任委員会審査報告

町政を問う（一般質問）の概要

●3月5日（火）

議　員　名 発言予定時間 内　　　容

菊地　昇悦
9：30～
10：30

〇能登半島地震から学ぶ

〇帯状疱疹の予防対策

石山　　淳
10：30～

11：30

〇防災集団移転促進事業の進捗状況

〇新年度予算編成と財政状況　高齢化と公共交通

〇大洗高校志願者の著しい減少と諸問題

今村　和章
11：30～

12：30
〇暴走行為バイク等の取締りと警察の連携強化

●3月6日（水）

議　員　名 発言予定時間 内　　　容

勝村　勝一
9：30～
10：30

〇災害に備えよう、子どもたちをどのように災害から守るか

〇地場産業の育成は

柴田 佑美子
10：30～

11：30
〇ゴミ集積所の課題への取組みについて
〇子育て支援の充実について

小野瀬とき子
11：30～

12：30
〇未来に向け町としての新たな幼児・保育教育の在り方
〇まち照らす 街灯 LED 化事業の現状と今後

場　　所　役場３階 議場
問 合 せ　議会事務局（内線　301・302）

白内障補助眼鏡等購入費助成事業

　白内障により手術を受けた方への経済的支援として、
白内障補助眼鏡等購入費助成事業を実施しています。
対 象 者　次の全ての項目に該当する方
　　　　　・65 歳以上であること
　　　　　・大洗町に住所があり、現に居住していること
　　　　　・住民税本人非課税であること
　　　　　・術後、視力矯正のため、医師により日常的

に補助眼鏡等の使用が必要と認められてい
ること

助成金額　白内障補助眼鏡等購入費の 2 分の 1 以内（上
限 10,000 円）を助成

　　　　　※百円未満は切り捨てとする
対象用品　・補助眼鏡　・特殊眼鏡　・コンタクトレンズ
問 合 せ　福祉課 高齢者支援係（内線 153）

駅横マルシェ開催のお知らせ

　3 月 3 日（日）に、大洗町観光情報交流センター 「う

みまちテラス」前において、旬の野菜や果物、焼き立て

パンなどを販売する「駅横マルシェ」を開催します。

　当日は、コーヒーやワッフル、パスタ等を販売するキッ

チンカーの出店もありますので、ぜひお越しください。

日　　時　3 月 3 日（日）10：00 ～ 12：00

　　　　　※雨天中止、売り切れ次第終了

　　　　　※キッチンカーは 12：00 以降も営業

開催場所　大洗町観光情報交流センター 「うみまちテラ

ス」前（大洗駅隣）

そ の 他　駅横マルシェは毎月第１日曜日に定期開催し

ます。（次回：4 月 7 日）

問 合 せ　☎ 352-2715

住宅防火　いのちを守る　10 のポイント

【４つの習慣 ・ ６つの対策】

４つの習慣

・寝たばこは絶対にしない、させない。

・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

・コンロを使うときは火のそばを離れない。

・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

６つの対策

・火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全

装置の付いた機器を使用する。

・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的

に点検し、10年を目安に交換する。

・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、

衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

・火災を小さいうちに消すために、消火器　　　　　　

等を設置し、使い方を確認しておく。

・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経　　　　　　

路と避難方法を常に確保し、備えておく。

・防火防災訓練への参加、戸別訪問などに　　　　　　

より、地域ぐるみの防火対策を行う。

住宅用火災警報器は、わが家と家族を守る基本

住宅用火災警報器の点検をしましょう！

～経年劣化や電池切れにより正しく作動しないことも～

　新築住宅に加え、既存住宅についても設置義務化から

10年以上経過し、初期に設置された警報器の中には、経

年劣化や電池切れが生じていると考えられます。

・住宅用火災警報器の点検を怠ると、正常に機能しない状

態で放置されてしまう可能性があります。 警報器の機能

を維持するために、必ず定期的に点検を実施しましょう。

・住宅用火災警報器は警報を発していなくても常にセン

サーが作動し、監視しています。本体の消耗・劣化を

考慮し、10年を目安に本体を交換しましょう。

・住宅用火災警報器の点検・交換の際は、けがなどに十

分注意しましょう。なお、点検・交換

　の際は、便乗した悪質商法にも注意し　　　　　　　

ましょう。

※悪質な訪問による消火器等の不適正販

　売にご注意ください。

問 合 せ　消防本部 火災警防課火災予防係

　☎ 266-1119

令和6年春季全国火災予防運動　　3月1日（金）～3月7日（木）

『火 を 消 し て　不 安 を 消 し て　つ な ぐ 未 来』


